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当社連結子会社の特別清算結了に関するお知らせ 

 

 

 

当社は、平成 25 年３月 29 日公表の「当社連結子会社の解散及び特別清算に関するお知らせ」にて、

当社連結子会社である株式会社ソフィアモバイル（以下、「ソフィアモバイル」といいます。）を解散す

ることをお知らせし、その後、平成 25 年５月 29 日付で東京地方裁判所より特別清算開始決定を受け、

特別清算手続きを進めてまいりましたが、平成 25 年 10 月 31 日、東京地方裁判所から特別清算手続の終

結決定を受け、同社の清算が結了しましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

 

 

記 

 

 

１. 特別清算終結決定の確定日 

平成 25 年 10 月 31 日 

 

２. 清算子会社の概要 

（１） 商 号  株式会社ソフィアモバイル 

（２） 代 表 清 算 人  鈴木規央 

（３） 所 在 地  東京都新宿区新宿三丁目９番１号 

（４） 設 立 年 月 日  平成 19 年２月 28 日 

（５） 主な事業内容  デジタルサイネージ端末の販売･レンタル等 

（６） 資 本 金 の 額  149,950,000 円 

（７） 株 主 構 成  ソフィア総合研究所株式会社 100％ 

 

３. 特別清算手続申立後の経緯 

ソフィアモバイルは、平成 25 年５月 29 日付で東京地方裁判所より特別清算開始決定を受け、

特別清算手続きを進めてまいりました。一方で当該手続とは別に、平成 25 年７月 31 日公表の「当

社連結子会社の解散及び特別清算に関するお知らせ[経過報告]」のとおり、株式会社ワイヤ・ア

ンド・ワイヤレス（以下、「ワイヤ・アンド・ワイヤレス」といいます。）から、平成 23 年９月８

日付で提起された電気通信回線等の利用料金４９３１万５千円の支払いを求める訴訟につきまし

て、平成 25 年６月 13 日付でソフィアモバイル側の主張を全面的に認める内容の第一審判決が東

京地方裁判所にて言い渡され、その判決を不服としたワイヤ・アンド・ワイヤレスは、平成 25 年

６月 25 日付で東京高等裁判所に控訴しておりました。しかしながら、東京高等裁判所より和解の

勧告を受けたことを踏まえ、総合的に検討した結果、和解勧告を受け入れることが両社にとって

合理的との判断に至り、これを受諾することといたしました。これにより、本件訴訟は解決いた

しましたことをご報告いたします。なお、和解の概要は以下のとおりであります。 

①ソフィアモバイルは、ワイヤ・アンド・ワイヤレスに対し、本件解決金として４２０万円を支



払う。 

②ワイヤ・アンド・ワイヤレスは、上記解決金以外の請求を放棄する。 

 

４. 業績に与える影響 

 本件が、平成 26 年３月期の連結業績に与える影響は「３. 特別清算手続申立後の経緯」に記載

のとおり軽微でありますが、今後公表すべき事実が生じた場合は速やかに公表いたします。 

 

 

以 上 


